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【分析手法の高度化、ネットワーク分析所としての認定・評価維持】

保障措置環境分析調査事業

【目的】

○ 国際原子力機関（IAEA）は、原子力施設等から出る極微量の物質を分

析することにより、国から申告されていない原子力活動を探知できる

「保障措置環境試料分析」を保障措置手法として取り入れており、我

が国に対して未申告活動の疑義が生じた場合、より精度の高い分析を

速やかに行うことにより、国内の核物質が平和利用に限定されている

ことを証明（反証）し、IAEAから「全ての核物質が平和的活動にとど

まっている」との結論（保障措置拡大結論）を得ることが目的です。

○ 我が国を含む世界各地でのIAEAの検認活動の際に収去された試料の分

析を適切かつ効率的に行い、IAEAのネットワーク分析所※としての認

定・評価を得続けることにより、反証能力を維持する必要があります。

【内容】

○ IAEAから依頼された分析結果を用いて比較対照をしつつ、より高度か

つ効率的な環境試料分析手法の開発調査・高度化を行います。

○ IAEAに認定されたネットワーク分析所として、IAEAの依頼に基づき、

我が国を含む世界各地での査察等の際に収去された環境試料の分析を

行います。

４．４億円（４．１億円） 令和７年度補正 ３．５億円
保障措置部門

国立研究開発法人日本

原子力研究開発機構

委託

国

我が国を含む
世界中の原子力施設等

IAEAが査察時等に
環境サンプリングを実施
IAEAが査察時等に

環境サンプリングを実施
(約900試料/年)

IAEA保障措置分析所
(ウィーン郊外)

我が国の原子力施設等に
対する疑義が発生

保障措置分析所
(CLEAR)

分析手法の
高度化

ネットワーク分
析所の認定・
評価維持

ネットワーク分析所における分析協力を
通じ、環境分析技術の維持・向上を図り、
疑義が生じた場合に備える。

ネットワーク分析所における分析協力を
通じ、環境分析技術の維持・向上を図り、
疑義が生じた場合に備える。

我が国の保障措置環境分析機関

IAEA本部
(ウィーン)

【分析手法の開発調査・高度化の実績】
○平成24年度 プルトニウム粒子の精製時期決定法
○平成27年度 化学性状分析と質量分析を組み合わせた粒子分析技術
○平成28年度～ 高濃縮ウラン粒子の精製時期決定法
○令和３年度～ ウラン及びプルトニウム粒子の精密同位体比分析
・プルトニウム粒子の同位体比の精密分析技術(LG-SIMS)
・プルトニウム粒子の同位体比の精密分析技術(ICP-MS)

※ネットワーク分析所：IAEAが実施する環境試料分析の代行機関
として認定を受けた分析所（9国及びEU、IAEAの2機関）

環境試料分析依頼・
ネットワーク分析所認定

【環境試料分析の実績】
平成２７年度 ５０件
平成２８年度 ５３件
平成２９年度 ５６件
平成３０年度 ５８件
令和元年度 ５１件
令和２年度 ５０件
令和３年度 ５９件
令和４年度 ５５件
令和５年度 ４６件
令和６年度 ４９件

反証

保障措置拡大結論

国
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大型混合酸化物燃料加工施設保障措置試験研究事業

【背景】

○日本原燃株式会社が現在建設中の大型MOX燃料加工施設については、

日・IAEA保障措置協定に基づく保障措置を実施するため、当該施設の核物

質が核兵器等に転用されていないことを確認するための保障措置機器及び評

価システムを、建設工事の進捗状況に合わせて順次導入することが必要です。

１．８億円（２．０億円） 令和７年度補正 ８．８億円
保障措置部門

民間団体等
委託

国

②FRVS

①AVIS

②AMGB

①AFAS

①IPCA

②NMGM

②DIPD

大型MOX燃料加工施設外観
（日本原燃HPより引用）

建設風景（2024年12月撮影）
（日本原燃HPより引用）

【内容】

○大型MOX燃料加工施設では、大量のバルク（粉体及びペレット）核燃料

物質が取り扱われるため、本施設に特化した核燃料物質の在庫量や移動量を

自動及び非破壊で測定・評価する装置・システムを開発・導入します。

○建設工事の進捗状況に合わせて、これまでに開発した機器等が所期の能力

に達することができるように、適切な据付・調整に入ります。

地下3階

地下2階

地下1階

地上1階

地上2階

施設断面図

※ MOXとは、Mixed Oxide（混合酸化物）の略で、プルトニウムとウランを混合した
ものを指します。MOX燃料加工施設は、再処理施設から受け入れたMOX粉末を原料と
して、原子力発電所（軽水炉）で使用するMOX燃料に加工する施設です。

保障措置機器を
導入する階層

令和８年度における実施予定内容

① 保障措置機器本体の搬入・据付・保管等
（IPCA,AVIS,AFAS）

② 保障措置機器架台の設計・製作・搬入・据付工事等
（AMGB,FRVS,DIPD,NMGM）
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国際原子力機関保障措置拠出金
１．９億円（１．６億円）

保障措置部門

国際原子力機関

拠出金

国

日 本

我が国の保障措置経験を踏まえ国際核不拡散体制に貢献しつつ、
我が国における円滑な保障措置活動の実施により、

IAEAによる拡大結論の導出に貢献

• 拠出金の提供
• 保障措置の高度化や普及に係る
活動への参画・専門家の派遣
• 福島第一原子力発電所にお
ける保障措置活動の回復

• 我が国の知見を活かした、
IAEA査察官等に対する研修

• 統計的評価方法の構築
• その他IAEA保障措置に係る
計画の策定や加盟国からの
支援管理 等

• 保障措置の高度化や新
たな手法に関する最新
の知見や情報の獲得

• 我が国における円滑な
保障措置活動の実施

※拡大結論

申告された核物質について平和的な原子力活動から
の転用の兆候が見られないこと、及び、未申告の核物質
及び活動の兆候が見られないことを根拠として、全ての
核物質が平和的活動にとどまっているとの評価。

【目的】

○我が国は、核不拡散条約（NPT）及び国際原子力機関（IAEA）との保障措置協

定等に基づき、IAEAの保障措置を受け入れる義務があります。

○ その上で、日本国内で原子力活動を円滑に実施していくためには、我が国にお

いて国際約束に基づく保障措置を円滑に実施し、IAEAから継続して拡大結論

を得る必要があります。

○このため、本事業を通じて、保障措置実施に係る最新の知見や情報を獲得しつ

つ、我が国の原子力活動の前提となる国内の保障措置活動を継続的に向上させ、

IAEAによる拡大結論の導出に貢献します。

【内容】

○以下の各活動に必要な拠出金の提供及び専門家の派遣等を通じ、IAEAにおける

保障措置の高度化や普及、国際核不拡散体制の構築等に貢献します。

• 従来の手法による保障措置が十分に実施できていない東京電力福島第一原

子力発電所の保障措置活動の回復を目的として、廃炉に向けた工程にあわ

せた保障措置手法の開発

• 核燃料サイクル施設を有する我が国の多種多様な施設の経験を活かした、

IAEA査察官等に対する保障措置活動の実施に係る研修

• IAEAによる保障措置手法の高度化のための統計的評価方法の構築

• その他、IAEA保障措置に係る計画の策定や加盟国からの支援管理 等
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核燃料サイクル分野の規制研究・基準整備事業

１．再処理施設等に関するリスク情報の取得

○令和２年４月に、改正原子炉等規制法の施行に伴い、リスク情報を活用
した原子力規制検査が開始されました。リスク情報を得るためには、事
故の発生頻度及びその影響の大きさをリスクとして評価することが必要
です。

○本事業では、再処理施設等に対する将来的なリスク情報の活用に向けて、
これらの施設におけるリスク情報を取得するために、以下の２点を行い
ます。

リスク評価で用いる評価手法の検討及びモデルの適切性の確認を行
います。

重大事故時の放射性物質の影響の観点から、特に留意すべき冷却機能喪
失に伴う蒸発乾固事象に関するデータを取得します。

２．放射性物質の輸送等に関する基準整備

○放射性物質の輸送における安全性を高めるために、国内外の最新知見を
取り込みつつ、国内の規制基準と国際基準の整合性を確保するために必
要な活動を行います。

○本事業では、放射性物質の輸送に関する国内外の最新知見を収集すると
ともに、ＩＡＥＡの輸送安全基準委員会（ＴＲＡＮＳＳＣ）に参画し、
ＩＡＥＡの安全基準の策定・改定状況を把握します。

２．１億円（１．８億円） 令和７年度補正 ０．７億円
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

出典：原子力・エネルギー図面集（一般財団法人日本原子力文化財団）、

【7-5-1】プルサーマルの仕組み を改変
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原子力安全情報の収集・分析評価・基準整備事業
２．３億円（２．６億円）

技術基盤課

民間団体等
委託・請負

国

１ 高経年化規制等に係る最新知見の収集・分析評価
「第７次エネルギー基本計画」では、既存の原子力発電所の最大限の活用と、

廃炉を決定した原子力発電所を有する事業者の原子力発電所敷地内での次世代

革新炉への建替えを対象として具体化を進めていくこととされています。

令和７年６月に本格運用に入った高経年化規制等の継続的改善や建替原子炉

に対応した適切な規制を実施することができるよう諸外国における関連の規制

動向やトラブル事例などの最新知見を収集するとともに、これを国内規制に反

映させるに当たっての分析評価を行います。

２ 人工知能（AI）技術等の原子力施設での利用に係る規制動向等の

収集
AI技術の急速な発展に呼応して、諸外国ではAI技術の原子力発電所への利用に

係る検討が進められるとともに、規制上の共通認識を国際的に醸成する取組が

開始されるなど新技術の原子力施設への導入に向けた検討が始まっています。

今後の国内の原子力発電所におけるAI技術等の新技術の導入に備え、将来適

切な規制を実施することができるよう、諸外国における原子力発電所への新技

術の適用状況や規制機関における動向・対応状況などの調査を行います。

以上のほか、ＩＡＥＡ等国際機関における各種基準や民間規格を必要に応じて国

内規制に反映させるために必要な評価検討を行うとともに、こうして収集した情報

を規制反映の検討に活用するためのデータベースについて、運用基盤システムの廃

止に伴う新システム環境への移行に向けた整備作業を行います。

これまでの取組例
①海外のトラブル情報
の収集・分析

②民間規格の技術評価 ③IAEA等の基準の反映

【国内規制への反映例】

保安活動において、不
適合未満の事象を評価し
、事業者の組織的な脆弱
性を改善する仕組みを導
入するなど、マネジメン
トの強化を規制要求に追
加

情報の集約

【海外トラブル事例】

2010年～2012年、
米国における複数の原
子力発電所で、化学物
質が建屋内又は建屋付
近で漏えい又は流出す
るトラブルが発生

【国内規制への反映例】

有毒ガス発生時におい
ても、原子炉制御室の運
転員等は避難せずに留ま
ることを前提とした防護
対策を規制要求に追加

【民間規格の事例】

原子炉の材料の脆さ
を測定するサンプルの
仕様や再生方法を民間
規格で規定

【国内規制への反映例】

原子力発電所の長期運
転に伴い、原子炉の脆さ
の測定方法の精緻化や、
測定に使用されるサンプ
ル数の確保のため、民間
規格を技術評価し、規制
基準へ引用

【IAEAの基準】

原子力施設の機器の
検査等の保安活動が、
安全に着目した活動と
なるよう、事業者のリ
ーダーシップとマネジ
メントに関する安全基
準を策定
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原子力検査官等研修事業

○ 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律（以下

「原子炉等規制法」という。）に基づく原子力規制検査において

安全上特に重要な設備・機能を検査する原子力検査官等の育成は、

重要かつ喫緊の課題です。

○ 本事業では、原子炉等規制法に基づく原子力規制検査を行う原子

力検査官等を育成することを目的として、任用資格（※）制度に

基づく原子力検査官等の育成・資格審査の仕組みを整備していま

す。

○ 具体的には、原子力検査官や審査官等を含む原子力規制委員会職

員の育成のための研修、任用資格制度に基づく教育訓練の実施、

より高度な専門性を有する人材の育成に係る継続的な研修カリ

キュラムや研修教材の開発・整備、調査等を行うとともに、原子

力施設の主要機器模型等を活用した実践的な訓練を実施し、原子

力検査官等の専門能力や規制業務の専門性を高め、原子力の安全

確保を支えます。

○ 令和7年5月より任用資格制度の運用が見直され、全職員に任用

資格取得のための教育訓練の受講を可能としたほか、資格ごとの

実務教育訓練（ＯＪＴ）や口頭試験の実施を求めることとした。

国
委託・請負

民間団体等

２．７億円（２．７億円）
原子力安全人材育成センター

教育訓練課程におけるカリキュラム等の整備・座学研修の実施等

教育訓練カリキュラム（イメージ） 教育訓練で使用するテキスト（イメージ）

任用資格制度

（※）原子力規制委員会では、高度の専門的な知識及び経験が求められる職に任用され
る者が有しなければならない資格（任用資格）を訓令により定めています。

訓練施設の運営・維持管理及び施設を活用した実践的な研修の実施

・原子力発電所機器保全に係る検査実習
・原子力発電施設の主要機器モデル実習
・非破壊検査実習
・状態監視、保全管理実習 等
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プラントシミュレータ研修事業

○ 東京電力福島第一原子力発電所の事故の教訓を踏まえ、原子力発電

所の中央制御室を模擬した研修用プラントシミュレータを活用した質の

高い研修を継続的に行うことで、原子力検査官等の職務遂行に不可欠な

原子炉の動特性の理解、プラント状態把握能力、安全管理能力及びリス

ク推測能力を有する人材を育成することを目的としています。

○ 最新のエネルギー基本計画（令和７年２月１８日閣議決定）では

「原子力の電源構成比見通しが２０２３年度の８．５％から２０４０年

度に全体の約２割へ増」と見込まれており、こうした背景もあり新規制

基準への適合性審査等が進んでおり、中/長期的な視点から高度な専門性

を有し適切な規制を行える検査官・審査官等の人材確保・育成を継続的

に実施することは重要かつ急務であり、そのためにも本事業の継続は必

要不可欠です。

○ 新検査制度を踏まえた各種検査能力の向上及び実践力を高めた検査/

審査人材等の確保・育成のために、以下のとおり研修用プラントシミュ

レータ研修（6７コース/年開）を実施しています。

・訓練課程集中型（1年のうち6週間受講）→若手検査官・審査官育成

・訓練課程以外 → 中途採用者、実務経験者等の資格研修

・その他の研修 → 反復研修、原子力基礎研修他

○ 研修用プラントシミュレータは平成27年度の設置後10年を経過し、

故障等の頻発、ソフトや部品等の保証期限終了により現行設備のままで

は研修の実施が困難になる恐れがある。このため設備の更新は急務であ

るが、庁舎移転に併せて更新を行い、研修の中断期間を最低限に抑える

計画としています。

１．５ 億円（２．４億円） 令和７年度補正 １０．９億円

（研修用プラントシミュレータ及び研修実施風景）

原子力安全人材育成センター

民間団体等
委託・請負

国

（期待される成果）
新検査制度（フリーアクセスの導入等）の運用開始にともない、検査官

が自主的にプラント状態を把握することが必要となりました。
⇒ シミュレータを用いて挙動・操作応答などの実践的な研修を実施す
ることにより、検査官のプラント状態の把握能力向上に繋げます。

検査官のみならず、緊急時参集要員や審査官等の専門知識の維持・向上
に資するための研修を実施します。

また、事務系の職員に対しても、プラントシミュレータを活用した研修
を提供しています。
⇒ 規制庁職員全体の専門能力の維持向上に繋げます。



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

廃止措置等に関する規制運用技術研究事業

運転を終え廃止措置段階に進む原子力施設が増える中で、放射性廃棄物の発
生から処分に至るまでの管理が重要課題となっています。本事業は廃止措置と
それに伴い発生する放射性廃棄物の管理に関連した技術的な調査・研究を行い、
規制基準の運用及び基準適合性の科学的な判断に活用します。

（１）クリアランス対象物の多様化に対応する研究
クリアランス規則の改正による対象拡大に伴い、多様化する廃棄物のクリア

ランス確認が適切に行われるように、放射能濃度の定量評価方法の検討や測定
試験を行い、得られた知見をクリアランス確認の審査等に活用します。

（２）廃棄体等の安全性確認に関する研究
処分実績のない新たな廃棄体等の特性を踏まえた放射能濃度評価等に関する

研究を行い、今後の保安規定認可申請（廃棄物受入基準に関する部分）の審査、
原子力規制検査（廃棄物確認）に活用します。

（３）廃止措置におけるエンドステートに関する調査
原子力施設の廃止措置を終了しようとする際には、建物や敷地に残る放射能

の汚染の程度（エンドステート）に応じた対策が必要です。放射能濃度が極め
て低い状態にすることが困難な敷地を再利用する場合の国際的な考え方や技術
的な課題の調査・研究を行い、廃止措置の終了確認の基準策定等に活用します。

（４）放射性廃棄物の処理・処分に関する規制基準整備
放射性廃棄物の処分、使用済燃料の貯蔵、原子力施設の廃止措置等を対象と

する国際原子力機関（ＩＡＥＡ）の安全基準を把握し、国内規制基準等の策定、
改定等に反映するための情報収集を行います。廃棄物安全基準委員会（ＷＡＳ
ＳＣ）に参画し、ＩＡＥＡ安全基準の策定・改定に係るレビューに対応します。

１．３億円（１．４億円）
放射線・廃棄物研究部門

民間団体等
請負

国

（１）クリアランス対象物の多様化に対応する研究

（２）廃棄体等の安全性確認に関する研究

（３）廃止措置におけるエンドステートに関する調査

（４）放射性廃棄物の処理・処分に関する規制基準整備

（図出典）Management of radioactive waste from decommissioning of nuclear sites: Guidance on Requirements 
for Release from Radioactive Substances Regulation Version 1.0: July 2018より抜粋改変

新たな廃棄体等に関する
保安規定認可申請の審査
原子力規制検査
に活用

放射能濃度が極めて低い状
態にすることが困難な場合
の廃止措置の終了確認の基
準策定等に活用

規則改正により多様化する
廃棄物のクリアランス確認
の審査等に活用

多様化するクリアランス対象物の例（配電盤） 海外における溶融クリアランスの例
（写真出典）令和5年度原子力規制庁請負成果報告書「溶融クリアランスに関する調査」

新たな廃棄体等の特性を踏まえた放射能濃度評価等に関する検討の例

（写真出典）第6回原子力機構バックエンド対策監視チーム会合

IAEA安全基準の策定・改定
に係るレビューに対応
国内規制基準等の策定、
改定等に資する情報を提供

経済産業省
文部科学省
環境省
厚生労働省

原子力規制庁
WASSC委員

利害関係者・国内専門家

照会 意見

情報
共有

IAEA WASSC
意見・
提案

安全基準案
レビュー依頼

IAEA本部

安全基準
策定・改定

安全基準



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

最終処分の安全確保に係る規制技術研究事業
０．８億円（０．７億円）

放射線・廃棄物研究部門

＜上記の研究から得られる成果＞

処分場の構成部材の長期的な性能の要件、事業者による性
能評価及び線量評価の妥当性を判断するための知見・技術

最終処分の安全確保に必要な規制基準の策定等に反映

【目的】

使用済燃料の再処理等に伴って発生する特定放射性廃棄物の最終処分に関しては

原子力発電環境整備機構（NUMO）がサイト選定を進めるとともに技術開発を進め

ています。特定放射性廃棄物は半減期の長い放射性核種を多く含むため、超長期に

わたって人と環境を守るために、現在の科学技術では部分的にしか説明できない現

象の理解を深め、安全確保に必要な事項を特定し、規制基準等を整備するとともに、

将来NUMOによる事業許可申請の妥当性を判断できるよう知見を蓄積する必要があ

ります。本事業では、最終処分の安全確保に必要となる知見を取得します。

【内容】

最終処分では地下300m以深に廃棄物を埋設し、数十万年から百数十万年にわた

り人と環境から隔離するとともに、天然バリア（母岩）及び人工バリア（粘土系緩

衝部材等）により放射性物質の生活圏への移行を抑制する必要があります。最終処

分の安全確保においては、①隆起・侵食を考慮しても300m以深の深度を確保でき

ることの評価、②火山、断層等処分場を直接擾乱する自然事象がないことの評価、

③天然バリア及び人工バリアの長期性能の評価（①～③を以下「性能評価」とい

う。）、及び④処分システムの安全性の指標として行う線量評価が重要となります。

そのため、これらに関する知見の取得を目的として以下の内容を実施します。

（1）性能評価に関する研究として、処分場の構成部材の長期性能（例えばセメント

系部材の透水性）を評価するための室内試験や要素解析、地下水の流れの検証

方法を整備するための評価手法の検討等を実施します。

（2）線量評価に関する研究として、廃棄体から生活圏までの放射性核種の移動及び

人への影響に関するシミュレーションを実施します。

民間団体等
委託・請負

国



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

環境放射能水準調査等事業

47都道府県で環境中の放射線及び放射性物質の量を調査することによ
り、平常時の環境放射線量を把握します。万が一異常値を検出した場合は、

原子力関係施設からの影響によるものか否かを確認し、測定結果の正確な

評価を行う必要があります。

そのため、①47都道府県における環境放射能調査、②47都道府県にお

いて実施困難な高度かつ専門的な分析及び③分析結果の収集を実施するこ

とにより、全国における原子力関係施設からの影響の有無を把握するとと

もに、地方公共団体の分析結果の信頼性を確保します。

また、放射能分析等に使用している資機材が老朽化しているため、予防

保全の観点から、着実に更新を進めていきます。

①放射能測定 ： 47都道府県で調査を実施
・環境試料の採取を実施

・空間放射線量率測定、全β放射能測定、核種分析調査等を実施

②放射能分析 ： 専門機関等において高度な分析等を実施
・放射能測定で採取した試料について、ストロンチウム90、プルトニウム

の分析等を実施

・空間放射線量率測定、クリプトン85等の放射性希ガスの分析等を実施

・各自治体の測定結果についての精度管理

③放射線監視結果収集調査
外部機関において調査結果を収集・データベース化して公開する。

１８．６億円（１９．６億円） 令和７年度補正 ２．５億円
監視情報課

地方公共団体

民間団体

委託

国

○ 空間放射線量率測定

河川水・土壌等の試料採取 浮遊じんの測定

○ 環境試料の採取

○試料の分析

低バックグラウンド
自動測定装置

ゲルマニウムガンマ線
分光分析装置

モニタリングポスト
により測定

老朽化している資機材に
ついては更新等を実施



＜事業の目的・内容＞

＜事業スキーム＞

調査海域等における海洋中の放射能の移行挙動を定性・定量
的に把握・評価するため、原子力施設沖合に位置する主要漁場
等における海産生物、海底土及び海水に含まれる放射性物質の
調査・解析を行います。

東電福島第一原発により放出された放射性物質による影響を
把握するため、福島県沖は通常の全国調査に加え、重点的にモ
ニタリングを実施します。

＜具体的なイメージ＞

北海道海域

青森海域

宮城海域

福島第１海域

福島第２海域

茨城海域

静岡海域

愛媛海域
鹿児島海域

佐賀海域

島根海域

福井第２海域

福井第１海域
石川海域

新潟海域

調査対象試料

核燃発電所試料名

年2回年2回海産生
物

年1回年1回海底土

年2回年1回海 水

〇全国調査

漁場の安全の確認等に資するこ
とを目的に、調査結果について
HPで公表すると共に、関係機関
へ説明を実施しています。

＜具体的なイメージ＞

〇東電福島第一原発事故対応 〇結果説明等

８．９億円（８．７億円）
環境放射線モニタリング総合推進室

民間団体等
委託

国

海洋環境放射能総合評価事業



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力発電施設等従事者追跡健康調査等事業

【背景】

○ 低線量域（100mSv以下）の放射線被ばくによる発がん等の健康影響は

十分に解明されていません。国際放射線防護委員会（ICRP）では、原

爆被爆者の疫学調査等から得られた高線量域の健康影響を外挿する線

形しきい値なし（LNT）モデルを採用しています（右下図参照）。

○ 海外における本調査と同様の疫学調査では、平成27年にLNTモデルを

支持する結果が発表されましたが、喫煙等の生活習慣の影響（交絡因

子）は十分考慮されていません。

○ 低線量域での放射線リスクを正確に見積もるためには、交絡因子を考

慮して評価することが必要です。

＜内容＞

○ 原子力発電施設等の放射線業務従事者等約8万人を対象に、低線量域

の放射線被ばくによる健康影響の追跡調査（疫学調査）を行います。

○ 従来から集約していた生死情報だけでなく、喫煙等の生活習慣や社会

経済状態等の交絡因子情報、及びがん罹患情報を集約し、被ばく線量

との関係を統計的に解析します。

○ 第Ⅷ期（令和7年度～11年度）においては、第Ⅵ期（平成27年度～

令和元年度）に設定した新たな調査集団（調査協力に同意した約8

万人）について、引き続き、集約した情報を更新するとともに、

解析方針の検討を行います。

○ 本事業で得られる低線量域での放射線リスクに関する科学的知見

は、国連科学委員会（UNSCEAR）やICRP等の国際機関における放射

線防護基準の検討に活用され、ひいては我が国の規制基準に反映

されます。また、国民の低線量放射線の健康影響に関する理解醸

成に活用されます。

【低線量域の放射線被ばくとがん死亡リスクの関係】

放射線・廃棄物研究部門

民間団体等
委託

国

１．０億円（１．０億円）

成果物（論文等）
の刊行

適宜国内外に情報発信

【本事業の今後の見込み】



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力施設核物質防護対策事業

＜目的＞
○原子力施設における防護措置（核燃料物質の盗取、核燃料物質や

原子力施設の妨害破壊行為を防止するための措置）が国際的に遜色の

ない水準で実施されるよう、原子炉等規制法に基づき、核物質防護規

定の審査及び核物質防護に係る原子力規制検査を実施しています。

○国内外の動向等を踏まえて適切な規制を講じ、事業者における防護措

置の有効性を適切に確認することができるように、現地の調査や関連

する技術動向等を把握する必要があります。

＜内容＞

○新たな脅威等を踏まえた防護措置の強化に係る技術動向調査及びデー

タ収集

・防護設備の性能評価試験

・耐衝撃性能等の解析

・サイバーセキュリティ等の技術動向等の調査分析

・核物質防護訓練の高度化に係る調査分析

上記の結果等を踏まえ、審査基準の整備等を行います。

○規制動向調査

国内外の核物質防護に係る規制動向を調査します。

１．2億円（１．３億円）
一般会計分 ０．２億円（０．３億円） エネルギー対策特別会計分 １．０億円（１．０億円）

防護措置の充実・強化

核セキュリティ部門

民間団体等
委託・請負

国
規制動向調査

防護設備

性能評価

耐衝撃性能
解析

防護訓練

高度化

技術動向

調査

・防護措置の実効性を高めるための技術的な基準

・新たな脅威への対応方策 等

審査基準等



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力安全規制情報広聴・広報事業

【目的】

原子力規制委員会では、５つの活動原則の１つに「透明で開かれた組

織」を掲げ、意思決定を含め、規制にかかわる情報の開示の徹底に努め

ています。本事業は、情報公開に関する具体的取組を実施することで、

国民の原子力規制行政への理解・信頼回復へ資することを目的としてい

ます。

【内容】

◆ホームページ等での情報発信

原子力規制委員会の政策、会議の議事録や資料、動画配信、その他原

子力規制行政に関する情報の開示を徹底することにより、透明性の確保

を図ります。ホームページ及び第２次公開情報管理システムを安定的に

運用し、意思決定過程や議論・調査に関連する資料などの利便性・検索

性向上を図ります。

◆コールセンターの設置

東京電力福島第一原子力発電所事故の影響を受けた被災住民の方をは

じめとする国民から個別に寄せられる問合せや相談等に丁寧に対応する

ことで、信頼の回復を図ります。

◆積極的な情報発信

原子力規制委員会の活動により多くの国民が触れる機会を創出し、原

子力規制委員会の情報発信源としての信頼醸成を図ります。

◆緊急時の情報提供

緊急情報発信システム（Nアラート）を運用し、大規模災害等が発生

した際の原子力施設等への影響について、国民や関係機関（緊急参集要

員、マスメディア等）に向けて迅速な情報提供を行うとともに、信頼あ

る情報を適時適切に発信していきます。

７．２億円（９．４億円）
総務課広報室

民間団体等
委託・請負

国

HPリンクから資料閲覧

公開情報管理システム

過去のホームページ公開資料、
東京電力福島第一原子力発電所事故

調査資料などをアーカイブ

（各事業において、専門性の高い事業者と契約）

ব

ড়

コールセンター

民間団体等
・会合、記者会見
・規制関連情報
・事故、トラブル情報 等

活動の評価・分析

資料、議事録
動画配信

質問・相談

対応

（Ｎアラート）

コンテンツを
検索・閲覧

原子力規制委員会ＨＰ

緊急時



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

発電用原子炉及び次世代炉の安全評価技術研究事業

<目的>

東京電力福島第一原子力発電所(1F)事故の教訓を踏まえて原子力発電所

の安全性に関する研究を実施して、得られた成果を規制基準の継続的な

改善及び既設炉等の的確かつ効率的な審査に活用します。

<内容>

令和10年頃から作業規模が拡大される燃料デブリ*の取り出しについて、

規制当局として安全性及び技術的妥当性を確認するための試験等を実施

して、知見を取得します。

GX（グリーントランスフォーメーション）に向けた基本方針及び第7次

エネルギー基本計画に基づく次世代炉の導入に向け、安全評価手法の整

備、解析等を実施して次世代炉の規制に必要な知見を取得します。

安全性向上や環境負荷低減を図った新型燃料の既設炉への導入に向けて、

試験や解析手法の整備を行い、審査に必要な知見を取得します。

原子炉の安全性をより確かなものとするため、火災防護に関する試験等

を実施して、規制の継続的な改善に向けた技術的知見を取得します。

デジタル技術が適用された計装制御に関連した技術的な調査・研究を行

い、規制基準の改訂、審査等に必要な知見を取得します。

１０．９億円（１１．８億円） 令和７年度補正 ２．８億円
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

※：核燃料と炉内構造物やコンクリート等が溶融し再度固化したもの

ケーブル火災の試験データ等の拡充

次世代炉の特徴を
踏まえた安全評価
手法の整備

既設炉及び次世代炉の的確かつ効率的な審査
規制基準の継続的な改善

燃料高温状態を
模擬した燃料の加熱試験

原子炉建屋
原子炉圧力容器

燃料デブリからの放射線
を測定して分布を推定新型燃料等の試験データ拡充

新型燃料等に係る最適評価手法 燃料デブリ分布の推定手法

タービン

ケーブル

原子力に対する確かな規制を通じて、人と環境を守る

格納容器

核燃料

最適評価手法による
炉心の3次元出力分布

格納容器

原子炉建屋
原子炉圧力容器

炉心

冷却材ヘリウム

高温ガス炉
黒鉛の熱伝導
輻射による伝熱

高速炉
自然循環冷却
溶融燃料の炉容器内保持

軽水炉のイメージ

次世代炉のイメージ

健全時

事故時

デジタル制御盤

計装制御
の信頼性
等の知見
拡充

圧力計

ポンプ



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

【必要性】
○2011年東北地方太平洋沖地震・津波による福島第一原子力発電所の事故の発
生を教訓に、自然災害への規制要求事項が大幅に強化され、2013年に新規制
基準が策定されました。
○人と環境を守る原子力規制委員会の使命を全うするには、審査・検査による
厳格な安全規制の実施が必要であり、そのためには規制実施に求められる具体
的なエビデンス及び規制改善に必要となる知見の継続的な取得が不可欠です。
○具体的には、その後に発生した2016年熊本地震による強い揺れ、2018年イ
ンドネシア・スラウェシ島地震による大津波、2024年能登半島地震による隆
起・海底地すべり津波などの他、過去の大規模噴火についての情報も合わせ、
原子力施設を取り巻く自然災害を対象とする安全研究を実施し、最新の知見を
継続的に取得していきます。

【実施内容】
（１）外部事象の規模・頻度の評価とその物理現象モデルの高度化
地震動：地震発生のモデル化、地震動評価手法の信頼性向上
津波：津波発生のモデル化、津波の規模評価手法の精度向上
地質：断層活動性評価の事例拡充、隆起・傾斜の評価手法の精度向上
火山：巨大噴火の活動可能性評価手法・火山モニタリング手法の精度向上

（２）外部事象による原子力施設・設備の損傷度評価に係る知見拡充
土木・建築：液状化影響を含めた建物・構築物の耐震評価、飛翔体衝突によ

る建物・構築物の衝撃評価・地盤への貫入評価に係る知見拡充
機器・構造：経年劣化を考慮した設備の耐震評価、地震時の設備の同時損傷

確率の評価、黒津波による作用波力評価に係る知見拡充
（３）国内外の外部事象に係る研究知見の収集･蓄積、原因究明
国内外の耐震・耐津波研究で得られた知見の収集･蓄積、原子力施設・設備に
生じた耐震・耐津波上の被害の現象再現や原因究明のための安全実証解析

民間団体等
委託・請負

国

原子力施設における外部事象等に係る安全規制研究事業
２０．２億円（１９．５億円*）

地震・津波研究部門

(3)外部事象に係る研究知見の収集

･蓄積、原因究明

(1)外部事象の規模・頻度の評価と

その物理現象モデルの高度化

（地震動、津波、地質、火山）

(2)外部事象による原子力施設・設

備の損傷度評価に係る知見拡充

（土木・建築、機器・構造）

安全研究の成果を規制基準の見直し、関連ガイドの策定
や見直し、個々の審査、原子力規制検査に活用する。

調査
分析成果

公表

基準
改訂

規制の
継続的
改善

NRA技術報告
論文、学会発表等

自然
災害

審査・
検査

設置許可基準
各種ガイド

2011年東北地方太平洋沖地震、
2016年熊本地震、2024年能登半島地震等

*当部門の3事業（本事業、断層の活動性評価に係る調査･研究事業、火山活動及び火山モニタリング評価に係る調査・研究事業）を統合した額

【事業の全体像】

【成果の活用のイメージ】



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

技術基盤分野の規制高度化研究事業（リスク情報の活用）

原子力規制検査では、原子力発電所で発生する可能性のあるリスクに

注目し、原子力発電所の機器ごとの重要度を示したリスク情報を活用し

て効率的かつ効果的に検査を実施しています。
現在活用しているリスク情報は、原子力発電所の機器故障により発生

する炉心損傷のリスク評価から得たものです。しかし、日本は地震を含

む自然災害が多く発生するため、自然災害により発生する炉心損傷のリ

スク評価からリスク情報を得て、原子力規制検査に活用する必要があり

ます。

このため、本事業では原子力規制検査に必要なリスク情報として機器

故障だけでなく地震等の自然災害に関するリスク情報を順次整備してい

きます。

① 原子力規制検査に活用するリスク情報の整備

原子力規制検査で活用する原子力発電所ごとのリスク情報を整備しま

す。さらに、検査での指摘事項（不適合の発見）の重要性を評価するた

めの解析手法を整備します。

② リスク評価手法の整備

リスクの大きな原子炉圧力容器の破損に関するリスク評価の方法を整

備します。また、地震、津波等を対象に、最新知見を踏まえた原子力発

電所のリスクを評価する手法を整備します。

４．０億円（４．５億円）

【期待される成果】

○より現実に即した精緻なリスク評価を行うことで、プラントの安全

への影響を客観的に判断することができるなど、リスク情報を活用

した原子力規制検査の質を向上させ、より高い安全水準を確保する

ことができます。

シビアアクシデント研究部門

民間団体等
委託・請負

国

配管から漏えいが発生した場合の
リスク情報の評価例

原子炉格納容器

主蒸気管

給水管

原子炉
圧力容
器

原子炉
再循環
系

制御棒
駆動機
構

圧力制御
室

スプレイ

残留熱除去
系

熱交換器対処設備①

対処設備②

○

○

×
（確率B）

なし

なし

あり

発生
（確率A）

事故

事故の発生
対処設備①
の稼働

対処設備②
の稼働

×
（確率C）

×
（確率ｎ）

○

炉心の損傷

なし

炉心損傷の確率＝A×B×C・・×n 

プラントの安全への影響
（検査での指摘事項の重要性）

← 重大な重要度

← 中程度の重要度

← 小程度の重要度

← 非常に低い重要度



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

緊急時モニタリング技術高度化事業

【目的】

〇原子力災害が発生した場合には、避難等の実施や住民と環境への放射線

影響評価の判断材料とするため、環境中の放射性物質の状況を把握する

ことを目的に放射線モニタリングを実施します。

〇より強靭で機動的な放射線モニタリング体制を構築するため、複合災害

時の対応につながる新規技術の取入れによる高度化や、現在のモニタリ

ング体制における技術水準の維持・向上が必要となります。

【内容】

〇航空機によるモニタリングを平時から訓練等で運用し、技術を維持・向

上します。

〇新技術を用いた放射線測定器について開発を行うことで、緊急時モニタ

リング技術の高度化を図ります。

〇国内外における最新の測定・分析技術について調査・検証し、分析手法

を整理することで、日本における放射線モニタリング全体の技術水準向

上を図ります。

〇避難指示区域等におけるモニタリング結果に基づき住民の行動パターン

毎に被ばく線量を算出することで、避難指示の解除に伴う住民の被ばく

線量の低減に資するとともに被ばく線量評価手法の知見を蓄積します。

３．２億円（３．５億円） 令和７年度補正 １．９億円
環境放射線モニタリング総合推進室

民間団体等
委託

国
調査・
知見収集

開発・
検証

試運用・
運用

先進的モニタリングシステム構想
機動的な

モニタリング
複合災害対応

省人化・コスト
削減・DX化

行動パターン別
モニタリング

分析法の調査・検証

新たな測定器の開発

航空機モニタリング
の運用



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力規制検査の体制整備事業
０．９億円（0．9億円）

検査監督総括課

民間団体等
委託、請負

国

事業の背景、必要性
改正された「核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に
関する法律（以下、「原子炉等規制法」という。）」が令
和２年４月に施行され、新たな原子力規制検査の運用を開
始しています。
本事業は、原子力規制検査の運用を継続的に改善すること
により、改正原子炉等規制法の着実な施行を通して原子力
の安全性向上に資するものです。

事業内容
米国NRCの検査ガイド調査や外部有識者から検査制度の改
善策の提案を通じて、原子力規制検査の運用改善に資する
情報収集を行い、検査ガイドの改正を検討し、継続的な運
用の改善につなげます。
海外規制機関等との交流・調査等により規制情報を収集し、
検査の有効性の向上や原子力規制検査に係る具体的手法及
び制度運用の検討等を行います。
原子力規制検査の結果の集約や検査情報の共有を行うため、
原子力規制検査業務システムの運用・保守を行います。
検査官への意識・実態調査を実施し、課題の抽出や改善に
向けた検討を行い、運用の改善につなげます。

国の検査制度

原子力規制検査

検査の
運用改善

○評価手法の整備

〇検査業務システム

の運用

情報の活用

情報の活用

海
外
交
流
・
調
査
等

検
査
官
の
意
識
・

実
態
調
査

• 使用前事業者検査の実施状況確認
• 保安措置の実施状況確認
• 核物質防護措置の実施状況確認
• 定期事業者検査の実施状況確認
• 追加検査、特別検査



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

実機材料等を活用した経年劣化評価・検証事業

○原子力規制委員会は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関す

る法律（昭和32年法律第166号）」及び「実用発電用原子炉の設置、運

転等に関する規則（昭和53年通商産業省令第77号）」に基づき長期施

設管理計画認可申請の審査において、管理計画の妥当性の確認を行いま

す。また、令和7年度に脱炭素社会実現に向けた電気事業法の改正に伴

い、さらに原子力発電プラントの長期運転が可能となり、長期の健全性

を確認することが重要となりました。そのため、長期間利用した実機材

料等を活用し、原子力発電プラントの長期利用時の安全性を検証する必

要があります。

○本事業では、発電所の安全性の低下を引き起こす可能性のある経年劣化

事象に着目しています。本事業の目的は、国内で廃止措置中の原子力発

電所から、着目した経年劣化事象が生じている実機材料を採取して試

験・分析を行い、既存の劣化評価手法の妥当性を検証するとともに、経

年後の機器の健全性に関する知見を蓄積することです。

これらの課題に取り組むため、以下を実施します。

①電気・計装設備の健全性評価に係る研究

②炉内構造物の健全性評価に係る研究

③原子炉圧力容器の健全性評価に係る研究

④ステンレス鋼製機器の健全性評価に係る研究

⑤長期運転に伴う材料劣化の高経年化対策技術に係る継続的な情報収集

１０．１億円（１１．８億円） 令和7年度補正 ３．７億円
システム安全研究部門

民間団体等
委託・請負

国

ケーブルの絶縁材
（①、⑤）

原子炉圧力容器（③、⑤）

冷却材ノズル等の低合金鋼
及び炭素鋼（⑤）

コンクリート構造物（⑤） １次冷却材管の
ステンレス鋼鋳鋼（⑤）

炉内構造物の
ステンレス鋼（②、④、⑤）

長期運転時の安全性を確認するための評価手法等の技術的
妥当性を検証するため、戦略的に研究を実施

長期間運転したプラントの安全審査（長期施設管理計画認可申請の審査）に
活用・反映

原子力発電所内の機器に使用される材料と劣化事象との関係（例：PWR）

成果例
長期間、中性子が照射された原子炉圧力容器の脆化評価に関する知見の拡充
長期間利用された炉内構造物の破壊靱性データの拡充



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

シビアアクシデント時の放射性物質放出に係る規制高度化研究事業

①福島第一原子力発電所事故分析から得られた教訓に関する知見の整備

東京電力（株）福島第一原子力発電所（1F)事故の調査・分析が進み、原子

炉格納容器のように非常に強い放射線のために人が近づけない場所について

も、ロボットによる調査等により状況が明らかになってきています。特に原

子炉圧力容器を支える構造物では、コンクリートが消失し鉄筋がむき出しに

なる状況が明らかとなり、安全上の懸念となっています。本事業では、この

ような安全上の懸念を規制において解決するために必要な技術的な知見を取

得するための調査・研究を行います。

②実効的な防護措置の枠組みを構築するために活用する知見の整備

１F事故の教訓を踏まえ、現行の規制基準では炉心損傷や格納容器破損への

対策を踏まえた設備が追加されたことによって、万が一環境へ放射性物質が

放出されるような事態に至るとしても、様々な緩和策が準備されています。

そのため、従来の非常に進展が早い事故シナリオだけを想定すると、屋内退

避の長期化等、周辺公衆への過度な負担が発生することが考えられます。ま

た、事故の緩和策に応じて被ばく防止のための適切な防護措置も変化します。

本事業では、周辺公衆の健康への影響低減のために、防護措置の判断基準の

見直しや実効的な防護措置の枠組みを構築するための調査・研究を行います。

６．３億円（６．７億円）

1F事故の調査分析により得られた安全上の懸念を、現行規制へ取り入れるため

に必要な課題解決に取り組むとともに、現行規制で整備された事故対策を考慮

して防災における防護措置の検討に活用します。

○溶けた核燃料の挙動、格納容器から原子炉建屋への水素漏えい等に関する技

術的な知見を蓄積し、シビアアクシデントに関する安全上の懸念を低減します。

○防護措置や事故進展等が線量等に及ぼす影響に係る知見によって、周辺公衆

の健康への影響を低減する効果的な防護措置を策定できます。

シビアアクシデント研究部門

民間団体等
委託・請負

国

水素爆発に
関する知見

屋内退避 避難

防護措置に関する知見

現行規制への取り入れ検討に活用 防護措置の検討に活用

オンサイト オフサイト

放射性物質の放出・環境中での拡散に関する知見

コンクリート
消失に関する
知見



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

東京電力福島第一原子力発電所事故の事象進展の解明に係る調査事業

【目的】

○ 東京電力福島第一原子力発電所（1F）における現地調査等により、事故時の放射性物質の放出

経路及び原子炉建屋内の汚染のメカニズムの同定、１F１号機で確認された既往の解析等とは

異なるコンクリート損傷メカニズムの解明等の1F事故事象の解明を進めます。

○ また、炉心溶融により事故初期に建屋滞留水に移行した放射性物質の移行状況や状態の変化を

捉えます。なお、分析したデータの一部は、ALPS処理水の海洋放出の際の分析結果の信頼性

確保のために、国際原子力機関（IAEA）にも提供しており、国際的な信頼を得ることにも資

するものです。

○ 調査事業により得られる知見は、事故対応の更なる向上といった今後の原子力規制の向上に資

するとともに、廃炉作業時のリスクの把握にも役立ちます。

【内容】

○ これまでに1F2号機の原子炉建屋各階層の代表箇所の試料分析が完了しています。今後は、２

号機に加えて、１、３号機に注力して試料等の分析を行い、各号機の放射性物質の分布を取得

します。そして、得られた分析結果から放射性物質による汚染のメカニズムを解明します。

○ 1F1号機原子炉格納容器下部のコンクリートの損傷を引き起こしたメカニズムの解明のために、

温度、圧力等の条件を考慮した要素試験や部材性能試験を行い、さらに、数値シミュレーショ

ン及び実機を模擬したスケールでの検証試験等を実施します。

○ ALPS処理水に安定的に含まれる核種（ヨウ素や炭素、γ線源核種等）に着目して、当該処理水

の核種分析を継続して行います。

〇 この他、燃料デブリの特性の解明に係る分析、水素爆発の詳細メカニズムの解明、国会・政府

事故調査報告書での未解明課題等に関する調査を実施します。

２．７億円（ ２．３億円）
東京電力福島第一原子力発電所事故対策室

民間団体等
委託・請負

国

①原子炉建屋内の放射性物質の

分布等の把握のイメージ

得られた知見は、実用発電用原子炉の規制基準、審査等への反映、
1F実施計画の審査、検査等及び廃炉作業時のリスク把握に活用します。

②１F１号機原子炉格納容器下部の

コンクリートの損傷メカニズム

の解明

要素試験 数値解析 実規模加熱試験
（イメージ）観測写真

階層ごとの放射性物質の分布を把
握することにより、放出経路を同
定し、汚染メカニズムを解明

試料に含まれている放射性物質の
種類から、炉心損傷・溶融進展時
の雰囲気条件を推定し、１Ｆ事故
時の事象進展を解明



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

放射線監視等交付金
５６．０億円（５４．０億円） 令和７年度補正 ２９．５億円

監視情報課

交付金

地方公共団体は原子力発電施設等の周辺における放射線の影響を調査するため、原子

力発電施設等周辺のリアルタイムによる空間放射線量率の測定及び空気中、水中その他の

環境における放射性物質の濃度変化の状況の調査を、平常時から緊急時に至るまで切れ目

なく実施します。

また、調査結果や変動要因の解明に関する調査研究を含めた周辺住民への安全性に関す

る情報提供を行い、緊急時においては住民の避難、屋内退避等の防護実施の判断に必要な

情報を提供します。

環境放射線モニタリングで得られる正確なデータは住民の安全確保に欠かせないもので

あり、国は地方公共団体に対して、僅かな変化も逃さない放射線監視体制を構築するため

に必要となる施設、設備及び備品を整備し、インフラを維持・管理するための財政支援を

行います。

令和８年度は、主に、福島第一原子力発電所事故（2011年3月）後に新たなモニタリン

グ体制の考え方に基づいて整備した資機材が設置から１０年以上が経過し電子部品等の劣

化や故障が生じている施設設備等の更新及び原子力発電施設等緊急時安全対策交付金から

移管された資機材の保守費（モニタリングポストの老朽化による更新や緊急時モニタリン

グ情報共有テレメータシステム等の改修費）による計上を行います。

〇空間放射線量測定
放射線監視のためのテレメータシステムを配備し、原子力発電施設等
周辺の空間放射線量を常時、監視します。

放射線監視施設

地方公共団体の施設で
の住民向け表示

モニタリングポスト

インターネット上での公開

〇環境試料の放射能測定
原子力発電施設等の周辺で環境試料（土壌、雨水、海水、農産物、
海産物等）を採取し、放射性物質の測定・分析を行います。

モニタリングカー

データベースサーバ、集計・加工サーバ、データ
転送サーバをクラウド上に整備

テレメータシステム

クラウド



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

○原子力災害医療高度専門人材の確保育成、地域における中核専門人材

の育成、全国規模での甲状腺モニタリング測定要員の育成、高度被ばく

医療支援センターの施設設備及び更新を実施し、原子力災害医療体制の

強化・維持を図ります。

（原子力災害医療体制の強化・維持）

原 子 力 災 害 医 療 協 力 機 関 （道府県登録）
原 子 力 災 害 医 療 協 力 機 関 （国 指 定）

原 子 力 災 害 拠 点 病 院

基幹高度被ばく
医療支援センター

高度専門人材の確保、育成

高度被ばく
医療支援センター

原子力災害医療・
総合支援センター

連携

専門人材派遣・育成支援

量子科学研究開発機構（QST）

QST、弘前大学、福島県立医科大学、
福井大学、広島大学、長崎大学

弘前大学、福島県立医科大学、
広島大学、長崎大学

原子力災害医療等実効性確保事業
８．１億円（７．４億円） 令和７年度補正 ０．９億円

放射線防護企画課

(1)基幹高度被ばく医療支援センター

高度被ばく医療支援センター

原子力災害医療・総合支援センター

(2)民間団体等

(1)補助金、(2)委託

国

バイオアッセイ試料中
放射能測定機器

低バックグラウンド
液体シンチレーションシステム

【目的】

福島第一原子力発電所事故等の教訓から、被ばく医療及び内部被ばくに

係るバイオアッセイや染色体分析などの分野の専門的な人材の確保・育

成を行います。

具体的には、国内の原子力災害医療の中核を担う医療従事者等を育成す

るため、基幹高度被ばく医療支援センターにおける高度専門的な専門家

の確保育成を行い、原子力災害医療体制の長期的な維持を図ります。

また、地域の原子力災害拠点病院等における原子力災害医療の中核を担

う医療従事者を育成するため、高度被ばく医療支援センター及び原子力

災害医療・総合支援センターにおいて研修を行います。

原子力災害時に被ばく傷病者等の受け入れを担う高度被ばく医療支援セ

ンターにおける施設設備、資機材等の老朽化対策を行います。

【内容】

高度専門人材の確保育成、専門人材の育成（基幹センター）

・基幹センターを中核とした高度専門人材の確保・育成 等

地域における原子力災害医療体制の強化（５センター）

・中核人材研修等の実施、地域における被ばく医療人材の育成 等

甲状腺モニタリング等の全国規模での体制強化（国指定の原子力災害医

療協力機関等）

高度被ばく医療支援センターの施設設備整備（６センター）

・老朽化設備の更新 等

○原子力災害対策実効性向上等調査研究事業委託費
・原子力災害時に講じられる防護措置について、効果の分析やより実効的な
手法の実現に向けた調査・研究を行い、原子力災害対策全体の実効性向上
を図ります。
・原子力災害時の国における意思決定や関係機関との連携体制をより実効的
なものとするため、関係機関の連携等に関する課題の調査・分析を行い、
国及び関係機関の役割等の整理・具体化を行うことで、実効的な体制構築
の支援を図ります。
・原子力災害時において平時より保健医療関連チームとして原子力災害医療
に関係する者への研修や訓練を通じて放射線防護等の知識を向上させるこ
とで、原子力災害時における実効性向上を図ります。

協力

支援



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

AI

補
助
金

原子力規制研究の強化に向けた技術基盤構築事業

• 国内では原子炉に関する新しい技術・概念の導入が見込まれることから、
将来必要となり得る知見の獲得のための安全研究を行う必要が生じてい

ます。

• 一方で、原子力規制委員会（NRA）は、既設の軽水炉等の規制課題（短
期的課題）に注力しているため、多様な長期的な研究課題（長期的課

題）に対処していくことは困難になっています。

• このため、これら長期的課題についてはNRAが自ら行うのではなく、研
究機関等が行うこととします。また、現状、我が国の研究機関において、

原子力の安全研究を行う人材等が減少しており、基盤(体制、設備、人

材)を整備していくことが必要であることを踏まえ、研究機関等に対して

補助を行うことで基盤の強化を行います。

• これにより、NRAは短期的課題に優先して取り組み、研究の重点化・効
率化を促進するとともに、補助事業者は、急速に検討が進められている

革新炉等の多様化する長期的課題に取り組み、対処できる基盤を強化す

ることで、将来NRAが対応することが見込まれる規制課題に適切に取り

組むことが可能となります。

• 本事業は令和６年９月から開始し、５事業を採択しました。着実に事業
を進め、現時点で論文発表１件の成果が出ています。

５．２億円（３．８億円） 令和７年度補正 ２．２億円
技術基盤課

国

補助金

民間団体等

○根拠法：特会法第85条第6項、同法施行令第51条第7項第4号

当該補助事業を通じて得られた研究知見を
将来NRAが実施する安全研究に反映（3-5年）

RI

研究機関等

長期的課題に関する安全研究（研究機関等が行う当該補助事業）

軽水炉

委託事業・共同研究・国際プロジェクト

新型炉

• 新技術・新概念に対する原子力規制行政を技術支援するための総合的技術基盤の構築(JAEA)

• レジリエンスを考慮した安全評価手法の原子力施設への適用に関する研究（有人宇宙）

• 水素等可燃性ガスの爆発実験および安全研究インフラの整備（長岡技科大）

• 廃棄物埋設施設に用いられるセメント固化体の300年を超える長期性能評価に関する基盤研究(東大)

• 核燃料廃棄物安全基盤研究拠点の創生（東科大）

SMR

核融合

○令和６年度の補助金対象事業

NRA
短期的課題に関する安全研究（NRAが行う研究）

リスク
活用

最終
処分場 廃止措置

現在直面している規制課題に反映・活用

長期的課題の知見獲得にいち早く取り組むことで、
将来NRAが対応することが見込まれる規制課題にタイムリーに反映・活用

当該補助事業で
得られた研究知見

既存の軽水炉など、現存する規制課題（短期的課題）への対応

原子力の新技術・概念など、将来必要となり得る知見（長期的課題）への対応

デジタル化



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力安全研究体制強化事業
７．３億円（６．６億円）

• 原子力規制委員会では、独自の研究施設を保有しておらず、
研究機関や大学等、外部への委託・請負を中心に安全研究を

行っているため、原子力規制を支える研究職員が自ら携わる

研究内容や得られる情報に制限があるとの課題があります。

• 職員が国際機関や国内の研究機関と共同研究を行うことで、
審査や検査など原子力規制ニーズに対応した技術的知見を取

得すると共に、海外における安全上重要な情報等を取得する

ことができます。

• 必要となる技術的知見や情報を取得することにより、原子力
規制委員会が行う安全研究を充実させ、ついては我が国の将

来の原子力規制に適切に反映します。

• 具体的には、経済協力開発機構原子力機関（OECD/NEA）や
日本原子力研究開発機構（JAEA）や大学など、国内外の国際

機関や研究機関と協定を結び共同研究を実施します。

• また、大学等の研究機関と共同研究を充実させることにより、
研究職員に研究ノウハウが蓄積され、研究職員の人材育成や

能力向上を図ることもできます。

研究事例

■国内「地震・津波及びその他の外部事象等に係る施設・設備の

フラジリティ評価に関する研究（JAEA・東京電機大）」

■海外「原子炉燃料体の安全性の評価（OECD/NEA）」

国際機関等拠出金
国

民間団体等請負

• 原子力規制の根拠となる技術的知見の取得
• 国際的な課題、他国の取組を収集
• 高度な研究能力を備えた職員の育成

NRA
海外機関

大学、
JAEA等

OECD/NEA
IAEA
NRC

協定

安全研究の充実⇨我が国の原子力規制に反映

共同研究体制を国内外で充実化

技術基盤課

協定



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

国際原子力発電等安全協力推進事業

東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓として「東京電力福島原子力

発電所における事故調査・検証委員会 最終報告書」の中で、事故から得

られた知見と教訓を国際社会に発信すること、国際機関・外国規制当局

との積極的交流を図ること、海外の規制機関等の動向を把握し、規制活

動に資する知見を継続的に獲得すること、蓄積した知見に基づき国内の

規制水準を常に最新のものとすることが必要であると提言されています。

これに基づき以下の活動を行い、我が国の原子力規制の継続的改善を図

り、また国際的な原子力安全の向上に貢献します。

国際機関の活動への積極的な参画

IAEA、OECD/NEAといった国際機関への拠出や人的交流を通じ、各

種の活動に積極的に参画します。例えばIAEA安全基準の策定や見直し、

アジア地域を中心とした諸外国の規制基盤整備のための活動に参加し

ています。また国際機関の枠組みによる活動を通じて、事故の教訓や

日本の規制取組についての情報発信、日本の原子力規制・安全向上に

役立つ最新の知見の収集を実施しています。

諸外国規制機関との規制情報交換等

海外原子力規制機関との協力を進め、二国間・多国間の枠組みを通し

て、原子力規制に関する情報の収集・発信や意見交換、人的交流を行

います。

４．４億円（４．７億円）

国際機関の活動への積極的な参画（安全基準の策定及び見直し等）

諸外国規制機関との規制情報交換等

総務課国際室

各国際機関/

民間団体等

拠出金/請負
国

IAEA安全基準等の策定及び見直しへ
の拠出を通して国際的な原子力安全
の向上に貢献

IAEA安全基準文書一覧

令和6年度は、9件の安全基準等文書
を策定又は見直し

各国規制当局の長が参加する多国間、二国間の枠組みを通じ、国際的に
関心の高い課題（例：ALPS処理水に関する取組）に関する情報を共有

国際原子力規制者会議(INRA)
などの多国間会合や、二国間規
制情報交換会合に規制委員、庁
幹部を含む職員が参加し、日本
の規制取組に関する情報を発信
するとともに、共通課題につい
て議論

日仏規制情報交換会合
（令和6年11月フランスで開催）



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

原子力発電施設等緊急時対策通信設備等整備事業

【目的】

〇原子力施設において緊急事態が発生した場合には、住民の安全確保等
の応急対策を迅速に講じる必要があることから、国、自治体及び電力事
業者等が迅速かつ的確に情報の収集・共有を行うため、緊急時対策拠点
等の通信設備等の整備・維持管理を行うとともに強化を図ります。

２２．８億円（３５．７億円） 令和７年度補正 ２７．７億円
総務課情報システム室

民間団体
請負

国

【令和８年度事業における主なポイント】

・統合原子力防災ネットワークシステムの運用保守

・緊急時対策支援システム（ERSS）の維持管理

【内容】

〇緊急時の対策拠点となる原子力災害対策本部、原子力規制庁緊急時
対応センター（ERC）現地対策本部の拠点となるオフサイトセンター
（OFC）等の通信設備等（統合原子力防災ネットワーク）の維持管理
及びプラント情報の収集等を行う緊急時対策支援システム（ERSS）等
の維持管理を行います。

原子力災害時に活用するシステム構成原子力災害時に活用するシステム構成



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

放射線監視体制整備強化事業

＜事業の背景＞

○ 原子力災害対策指針では、原子力災害が発生した場合には、空間放射線量率等に基づ

き防護措置（避難等）を行うこととしており、空間放射線量率等の迅速な把握のため、

国、地方公共団体等が連携して、緊急時モニタリングを実施します。

○ 国は、緊急時モニタリング結果の集約及び迅速な共有のための体制を整備し、モニタ

リング結果を分かりやすく公表することとしています。

○ 緊急時モニタリングを実施するに当たり、要員の力量確保のための研修・訓練、高度

な専門性が求められる環境放射能分析に係る研修を実施する必要があります。

＜事業の内容＞

○ 緊急時に備え、緊急時モニタリングの実施に必要な機能を集約した緊急時モニタリン

グセンター（EMC）等の体制の整備・維持（資機材等の維持・管理等を含む）を行いま

す。

○ 緊急時モニタリングを含む環境放射線モニタリングの結果の集約・共有・公表を効率

的に実施できる情報システムの維持管理を行います。

○ これまで地方自治体が各々独自に調達・管理していた、データ処理・収集のための

サーバを令和８年度以降順次統合し、クラウド環境に移行させ、コストを削減しつつ災

害に強い高品質なシステム（放射線モニタリングプラットフォーム）として運用します。

○ 環境放射能分析研修及び緊急時モニタリング要員育成の訓練を実施します。原子力人

材が不足している中で、モニタリング人材も未経験者を初歩から育成することが求めら

れており、これまでの研修訓練体系の見直しを行い、e-learningや実践的な訓練を取り

入れ人材育成を強化していきます。

１０．１億円（９．８億円） 令和７年度補正 ３．８億円

環境放射線モニタリング総合推進室、情報システム室

委託・請負
国 実施者

可搬型モニタリングポスト
モニタリングカー
大気モニタ
サーベイメータ

環境放射能分析研修

緊急時モニタリング要員育成

自治体等の測定局
（モニタリングポスト等）

モニタリング資機材

緊急時モニタリングセンター（EMC）

人材育成

国と自治体の職員が緊急時対応に利用 インターネット上で一般公開

放射線モニタリング
プラットフォーム

EMCの体制整備・維持

更新・保守 研修・訓練

モニタリングデータの流れ

※別事業で整備



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

核物質防護検査体制の充実・強化事業

【目的】

高機密性情報ネットワークシステム（以下「クローズド

LAN」という。）は、東京電力柏崎刈羽原子力発電所のテ

ロ対策（核物質防護）不備事案を契機とし、原子力施設の

核物質防護の徹底が社会的要請となっていることを踏まえ

た核物質防護検査の抜本的強化を目的としています。

【内容】

・クローズドLANの運用

核物質防護情報について、バックアップを含め遠距離間

で即時共有する閉域な通信基盤を確立するとともに、同通

信基盤上で使用する専用端末を配備し、高度な核物質防護

検査を実現するシステムの整備・運用を行います。また、

本庁舎及び地方拠点等との間で暗号化通信が可能な閉域

ネットワークを運用します。この実現のため、令和８年度

は、令和4年度に構築したクローズドＬＡＮに係る運用保

守等を、令和７年度に引き続き実施します。

３．２億円（２．８億円）
情報システム室、核セキュリティ部門

民間企業等
請負

国



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

審査業務フロー改善に資する事業

○ 令和５年５月に成立したＧＸ脱炭素電源法について、国会審議の結果、

同法の附則及び衆参両院の附帯決議に、原子力規制委員会が行う審査につ

いて「効率化」を求める旨が明記されました。

○ 原子力規制庁は、事業者との関係を除いた、審査業務フロー改善に一層

取り組むため、以下の事業を実施します。

① 審査関連データベースの整備・充実

○ 実用発電用原子炉に係る適合性審査では、過去の許認可申請書を随

時参照することから、利便性確保のため、データベースを整備し、審

査官のニーズに応じてシステム改修を実施しています。

○ 令和８年度は、審査関連データベースが稼働しているシステム基盤

をガバメントクラウド環境へ変更するために必要な作業（ガバメント

クラウド稼働環境整備）並びにシステム移行作業（プログラム及び

データの移行）を実施します。※

○ これにより、審査のみならず、許認可した内容を現場確認する原子

力規制検査にも活用し、原子力規制全体の業務効率化を図ります。

② 審査業務（ロジスティクス業務）の支援

○ 職員が審査業務のサブスタンスに専念できるよう、ロジスティクス

業務を支援する業務を行います。

１．３億円（１．３億円）
原子力規制企画課

民間団体等
請負

国

② 審査業務（ロジスティクス業務）の支援

主な対象業務

(実用炉、再処理)

申請書
補足説明資料

審査書
統合DB

( 実用炉、再処理、
加工、試験研究炉等)

① 審査関連データベースの整備・充実

各種会合の設営等パブコメ整理申請書等ＨＰ掲載 DBの資料入力

システム稼働基盤の変更を実施
（ガバメントクラウド環境へ移行）

整備・
充実

申請書
補足説明資料

審査書
統合DB

各種審査資料

②業務で審査資料をDB
に取り入れ、充実化

現状の実用炉、再処理に加え、
将来的に加工、試験研究炉等も
DBに統合し、審査官の利便性を
向上させる

※ 「デジタル社会の実現に向けた重点計画」（2024年12月24日）に基づき実施



＜事業の目的・内容＞ ＜具体的な成果イメージ＞

＜事業スキーム＞

AIを活用した審査業務の支援に係る調査・開発事業

【目的】

○新規制基準に適合したプラントの改造工事や原子炉の建て替え等に伴い、

審査業務量の増加が見込まれています。

○また、ＧＸ脱炭素電源法附則に基づき、政府は令和12年6月までに発電用

原子炉の審査の効率化等の措置を講ずることとされており、審査業務の効

率化が急務です。

○さらに、令和7年5月に成立した人工知能関連技術の研究開発及び活用の推

進に関する法律では、「国は、行政事務の効率化及び高度化を図るため、

国の行政機関における人工知能関連技術の積極的な活用を進めるものとす

る」とされました。

○これらのことから、本事業では、近年急速な進歩を遂げている大規模言語

モデル（LLM）をはじめとするAIを審査業務の支援に活用し、効率的な審

査業務の遂行に資するための調査・開発を行い、原子力発電所の審査業務

の効率化を目指します。

【内容】

以下のように段階的に実施します。

①審査業務のうちAIが有効に活用され得る業務分野の特定及びAIによる審査

支援の実現可能性の調査（令和８年度）

②審査データに基づくパイロットシステムの構築・検証（令和９・10年度）

③本運用向けシステムの構築・運用（令和11年度）

０．６億円（新規）
実用炉審査部門

民間団体等
請負

国

データベース化／

パラメータの学習

情報集約

審査資料／質問

関連情報／コメント案

審査での活用

①AIの活用方法について、審査官のニーズ、活用可能な審査資料等のデータ、

現状のAIモデルの能力等を調査し、審査においてAIが活用可能な業務分野、

その実現可能性及び活用により見込まれる効果（メリット・デメリット・

費用対効果）等をまとめます。

②調査結果を踏まえ、審査支援のためのパイロットシステムの設計･開発を

行い、システムからのアウトプットの品質が要求レベルを上回るかどうか

等を検証します。

③本運用向けたシステムを構築し、リリースします。また、システムの仕上

がりについて確認し、運用マニュアル等を整備します。

審査官は、膨大な書類の確認や過去実績の調査･比較等のために多くの業務時
間を要しています。審査業務にAIを導入し、AIによる過去実績との比較、
チャットによる書類の横断的確認、審査書案の作成支援等を行うことで、申請
書の確認や審査資料の確認といった業務を効率化することができます。

①～③により、令和12年度以降の審査業務にAIを導入し、審査の効率化の
実現を目指します。

（審査におけるAI活用のイメージ）

（AIを活用）


